
 募集要項別紙３ 

 

堺市市民交流広場 利用料金の還付に関する基準 

 

還付基準 還付額 

（１）天災地変その他利用者の責めに帰することのできない事

由により利用できなくなったとき 
既納の利用料の全額 

（２）利用者が、利用しようとする日前１０日までに利用の取

消しを申し出て、その理由を指定管理者が認めたとき 
既納の利用料の全額 

 


